
 境川・猿渡川流域水害対策協議会規約 
 
（ 名 称 ）  

第 １ 条  こ の 会 の 名 称 は 、 境 川 ・ 猿 渡 川 流 域 水 害 対 策 協 議 会 （ 以 下 、

「 協 議 会 」 と い う 。 ） と す る 。  

 

（ 目 的 ）  

第 ２ 条  本 協 議 会 は 、 総 合 的 な 治 水 対 策 に 取 り 組 ん で き た 「 境 川 流 域

総 合 治 水 対 策 協 議 会 」 を 継 承 し 、 将 来 の 気 候 変 動 の 影 響 に よ る

降 雨 量 の 増 加 や 流 域 の 更 な る 開 発 に 伴 う 雨 水 流 出 量 の 増 加 に 対

し 、 こ れ ま で の 総 合 治 水 対 策 に 加 え 、 水 災 害 に 対 応 し た ま ち づ

く り と の 連 携 な ど 、 効 果 的 か つ 円 滑 に 流 域 水 害 対 策 の 推 進 を 図

る た め 、 特 定 都 市 河 川 浸 水 被 害 対 策 法 第 七 条 に 基 づ き 設 置 す る

も の で あ る 。  

 

（ 協 議 会 の 構 成 ）  

第 ３ 条  協 議 会 は 、 別 表 － １ の 職 に あ る 者 を も っ て 構 成 す る 。  

２  協 議 会 に は 、 幹 事 会 を お き 、 別 に 運 営 等 を 規 定 す る 規 約 を 定

め る 。  

  ３  協 議 会 に は 、会 長 を お く も の と し 、会 長 は 愛 知 県 知 事 が 務 め 、

協 議 会 の 議 長 は 会 長 が こ れ に あ た る 。  

  ４  協 議 会 に は 、 監 事 を ２ 名 お く も の と し 、 監 事 は 毎 年 度 構 成 員

の 中 か ら 協 議 会 の 同 意 を 得 て 会 長 が こ れ を 委 嘱 す る 。 監 事 は 、

会 務 の 執 行 を 監 査 す る 。  

 ５  協 議 会 は 、 必 要 に 応 じ て 、 別 表 － １ に 掲 げ る 者 以 外 の 者 の 参

加 を 求 め る こ と が で き る 。  

 

（ 協 議 事 項 ）  

第 ４ 条  協 議 会 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 協 議 す る 。  

   ( 1 )  流 域 の 現 状 と 今 後 の 動 向  

    ア  治 水 の 現 状 と 計 画  

    イ  土 地 利 用 計 画 と 都 市 開 発 の 動 向  

   ( 2 )  水 災 害 軽 減 策 の 推 進 に 関 す る 事 項  

   ( 3 )  流 域 水 害 対 策 計 画 の 実 施 、 変 更 及 び フ ォ ロ ー ア ッ プ  

   ( 4 )  流 域 住 民 に 対 す る 理 解 と 協 力 に つ い て の 対 応  

   (5 )  流 域 治 水 プ ロ ジ ェ ク ト の 作 成 、 推 進 及 び フ ォ ロ ー ア ッ プ  

 

（ 経  費 ）  

第 ５ 条  第 ４ 条 ( 4 )に 基 づ く 啓 発 活 動 に 要 す る 費 用 は 県 及 び 市 町 か ら の

負 担 金 に よ る 。  



  ２  負 担 額 は 協 議 会 で 、 こ れ で 決 め る 。  

 

（ 会 議 の 公 開 ）  

第 ６ 条  協 議 会 は 、 原 則 と し て 公 開 と す る 。 た だ し 、 協 議 内 容 に よ っ

て は 、 協 議 会 に 諮 り 、 非 公 開 と す る こ と が で き る 。  

 

（ 協 議 会 資 料 等 の 公 表 ）  

第 ７ 条  協 議 会 に 提 出 さ れ た 資 料 等 に つ い て は 速 や か に 公 表 す る も の

と す る 。 た だ し 、 公 表 す る こ と が 適 切 で な い 場 合 は 、 協 議 会 の

了 解 を 得 て 公 表 し な い も の と す る 。  

 

（ 事 務 局 ）  

第 ８ 条  協 議 会 の 庶 務 を 行 う た め 、 事 務 局 を お く 。  

２  事 務 局 は 、 愛 知 県 建 設 局 河 川 課 及 び 上 下 水 道 課 指 導 管 理 室 が

行 う 。  

 

（ 協 議 会 ）  

第 ９ 条  協 議 会 は 、 第 ４ 条 の 事 項 に つ い て 協 議 す る と と も に 、 事 務 及

び 会 計 を 決 議 す る 。  

  ２  協 議 会 は 、 毎 年 １ 回 開 催 し 、 会 長 が 必 要 と 認 め る と き は 臨 時

で 協 議 会 を 開 催 す る こ と が で き る 。  

  ３  協 議 会 は 、 構 成 員 の ２ 分 の １ 以 上 の 出 席 が な け れ ば 成 立 し な

い 。 た だ し 、 代 理 人 を 出 席 さ せ て 議 決 権 を 行 う こ と が で き る 。  

  ４  協 議 会 の 議 決 は 出 席 構 成 員 の 過 半 数 を も っ て 決 定 し 、 可 否 同

数 の 時 は 議 長 が こ れ を 決 定 す る 。  

５  第 ４ 条 の 協 議 事 項 に 関 し て 、 流 域 内 で 重 大 な 災 害 や 重 要 な 協

議 事 項 が な い 等 、協 議 会 で の 協 議 を 要 し な い と 判 断 さ れ る 場 合 、

会 長 は 協 議 会 を 書 面 に よ る 開 催 と す る こ と が で き る 。こ の 場 合 、

第 ３ 項 の 「 構 成 員 の ２ 分 の １ 以 上 の 出 席 」 は 「 全 構 成 員 か ら の

回 答 」に 、第 ４ 項 の「 出 席 構 成 員 の 過 半 数 」は「 回 答 の 過 半 数 」

に 読 み 替 え る も の と す る 。  

 

（ 雑 則 ）  

第 10条  こ の 規 約 に 定 め る も の の ほ か 、 協 議 会 の 議 事 の 手 続 き そ の 他

運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 に つ い て は 、協 議 会 で 定 め る も の と す る 。 

 

附  則  こ の 規 約 は 令 和 ４ 年 ７ 月 ７ 日 か ら 施 行 す る 。  

    な お 、 本 協 議 会 の 設 立 を も っ て 、 「 境 川 流 域 総 合 治 水 対 策 協

議 会 」 は 廃 止 す る 。  

附  則  こ の 規 約 は 令 和 ６ 年 ４ 月 ２ ４ 日 か ら 施 行 す る 。  



境川・猿渡川流域水害対策協議会幹事会規約 
 

 
 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 約 は 、 境 川 ・ 猿 渡 川 流 域 水 害 対 策 協 議 会 規 約 第 ３ 条 に

基 づ き 設 置 す る 境 川・猿 渡 川 流 域 水 害 対 策 協 議 会 幹 事 会（ 以 下 、

「 幹 事 会 」 と い う 。 ） の 運 営 等 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も

の で あ る 。  

 

（ 幹 事 会 の 構 成 ）  

第 ２ 条  幹 事 会 は 、 別 表 － ２ の 職 に あ る 者 を も っ て 構 成 す る 。  

２  幹 事 会 に は 、 幹 事 会 長 、 幹 事 会 副 会 長 を お く も の と し 、 幹 事

会 長 は 愛 知 県 建 設 局 河 川 課 長 、 幹 事 会 副 会 長 は 愛 知 県 建 設 局 上

下 水 道 課 指 導 管 理 室 長 が 務 め る 。  

３  幹 事 会 に は 、 代 表 幹 事 会 を お き 、 代 表 幹 事 は 別 表 － ２ に 明 示

す る 者 を も っ て 構 成 す る 。  

４  幹 事 会 長 は 幹 事 会 の 議 長 を 務 め 、 幹 事 会 副 会 長 は 幹 事 会 長 が

不 在 時 に お い て 、 幹 事 会 長 の 職 務 を 代 行 す る 。  

 

（ 幹 事 会 及 び 代 表 幹 事 会 ）  

第 ３ 条  幹 事 会 は 幹 事 会 長 が 招 集 し 、 必 要 に 応 じ て 開 催 す る 。  

  ２  代 表 幹 事 会 は 、幹 事 会 長 が 主 宰 し 、総 括 的 な 事 項 を 協 議 す る 。  

 

（ 分 科 会 等 ）  

第 ４ 条  代 表 幹 事 会 に は 、 分 科 会 、 啓 発 活 動 ワ ー キ ン グ グ ル ー プ （ 以

下 「 Ｗ Ｇ 」 と い う ） を お く 。  

  ２  分 科 会 は 、 協 議 事 項 に 応 じ て 関 係 す る 幹 事 で 構 成 す る 。  

  ３  分 科 会 及 び Ｗ Ｇ は 、 幹 事 会 長 が 指 名 す る 者 （ 幹 事 又 は 事 務 局

職 員 ） が 主 宰 す る 。  

  ４  Ｗ Ｇ は 、 流 域 水 害 対 策 協 議 会 規 約 第 ４ 条 ( 4 )に 基 づ き 、 流 域 住

民 啓 発 の た め の 諸 活 動 の 企 画 、 運 営 を 行 う 。  

  ５  Ｗ Ｇ は 、 別 表 － ３ に 定 め る 職 に あ る も の で 組 織 し 、 当 該 年 度

の Ｐ Ｒ 活 動 の 企 画 の 開 始 （ 前 年 度 ） か ら Ｐ Ｒ 活 動 の 終 了 ま で を

任 期 と す る 。  

 

（ 会 議 の 公 開 ）  

第 ５ 条  幹 事 会 は 、 原 則 と し て 非 公 開 と す る 。  

 

（ 雑  則 ）  



第 ６ 条  こ の 規 約 に 定 め る も の の ほ か 、 幹 事 会 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事

項 は 幹 事 会 長 が 定 め る 。  

 

 

附  則  こ の 規 約 は 、 令 和 ４ 年 ７ 月 ７ 日 か ら 施 行 す る 。  

な お 、本 幹 事 会 の 設 立 を も っ て 、「 境 川 流 域 総 合 治 水 対 策 協 議

会 幹 事 会 運 営 要 領 」 は 廃 止 す る 。  

附  則  こ の 規 約 は 令 和 ６ 年 ４ 月 ２ ４ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



境川・猿渡川流域水害対策協議会出納事務処理要領 
 

 
（ 目  的 ）  

第 １ 条  境 川 ・ 猿 渡 川 流 域 水 害 対 策 協 議 会 の 出 納 事 務 の 取 扱 い は 、 こ

の 要 領 の 定 め に よ る も の と す る 。  

 

（ 出 納 事 務 長 ）  

第 ２ 条  境 川 ・ 猿 渡 川 流 域 水 害 対 策 協 議 会 事 務 局 （ 以 下 「 事 務 局 」 と

い う 。 ） に は 出 納 事 務 長 を 置 き 、 愛 知 県 建 設 局 河 川 課 課 長 補 佐

（ 業 務 ・ 調 整 ） が こ れ に あ た る 。  

 

（ 出  納 ）  

第 ３ 条  事 務 局 は 、 境 川 ・ 猿 渡 川 流 域 水 害 対 策 協 議 会 規 約 第 ５ 条 に 定

め る 経 費 の 出 納 事 務 を 行 う も の と す る 。  

２  事 務 局 は 、 「 境 川 ・ 猿 渡 川 流 域 水 害 対 策 協 議 会 」 名 義 の 普 通 預 金

口 座 を 設 け る も の と す る 。  

 

（ 納  入 ）  

第 ４ 条  負 担 金 は 、 別 紙 「 負 担 金 納 入 依 頼 書 」 に よ り 、 指 定 口 座 に 納

め る も の と す る 。  

 

（ 支  出 ）  

第 ５ 条  経 費 の 支 出 は 、別 紙「 支 出 決 議 書 」に よ り 、行 う も の と す る 。  

 

（ 予 算 及 び 決 算 ）  

第 ６ 条  出 納 事 務 長 は 、 年 度 ご と に 予 算 及 び 決 算 資 料 を 作 成 す る も の

と す る 。  

  ２  出 納 事 務 長 は 、 予 算 に つ い て は 協 議 会 の 議 決 を 受 け 、 決 算 に

つ い て は 監 事 の 監 査 を 受 け た の ち に 協 議 会 の 議 決 を 受 け る も の

と す る 。  

 

（ 帳  簿 ）  

第 ７ 条  事 務 局 に は 、 「 出 納 簿 」 を 備 え 付 け る も の と す る 。  

 

（ そ の 他 ）  

第 ８ 条  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 、 出 納 事 務 の 取 扱 い に 関 し 必 要

な 事 項 は 出 納 事 務 長 が 定 め る も の と す る 。  

 

附  則  こ の 要 領 は 、 令 和 ４ 年 ７ 月 ７ 日 か ら 施 行 す る 。  



な お 、 本 要 領 の 施 行 を も っ て 、 「 境 川 流 域 総 合 治 水 対 策 協 議

会 出 納 事 務 処 理 要 領 」 は 廃 止 す る 。  

 



別表－１　境川・猿渡川流域水害対策協議会の構成

構　成　員 所　　　属 職　　　　　名

会　長 愛 知 県 知 事

愛 知 県 政 策 企 画 局 長

〃 防 災 安 全 局 長

〃 農 業 水 産 局 長

〃 農 林 基 盤 局 長

〃 建 設 局 長

〃 都 市 ･ 交 通 局 長

〃 建 築 局 長

名 古 屋 市 市 長

刈 谷 市 〃

豊 田 市 〃

安 城 市 〃

東 海 市 〃

大 府 市 〃

知 立 市 〃

豊 明 市 〃

日 進 市 〃

み よ し 市 〃

東 郷 町 町 長

東 浦 町 〃

計 ２ ０ 名

構　成　員



（ 幹 事 ）

所　属

愛 知 県

政策企画局

防災安全局

農業水産局

農林基盤局

建 設 局

都市 ･交通
局

建 築 局

（都市計画） （建築） （下水道） （農政） （企画） （防災）

名 古 屋 市
住宅都市局

都市計画部長
住宅都市局

建築指導部長

上下水道局
技術本部
計画部長

緑政土木局
農政部長

総 務 局
企画部長

防災危機管理局
次長

刈 谷 市 都市政策部長 建設部長 水資源部長 産業環境部長 企画財政部長 生活安全部長

豊 田 市 企画政策部長 都市整備部長 上下水道局長 産業部長 企画政策部長 地域振興部長

安 城 市 都市整備部長 建設部長 上下水道部長 産業部長 企画部長
市民生活部
危機管理監

東 海 市 同　　左 同　　左 水道部長 環境経済部長 企画部長 総務部長

大 府 市 同　　左 同　　左 水道部長 産業振興部長 企画政策部長 市民協働部長

知 立 市 都市整備部長 建設部長 上下水道部長 市民部長 企画部長 危機管理局長

豊 明 市 同　　左 同　　左 同　　左 同　　左 行政経営部長 市民生活部長

日 進 市 同　　左 同　　左 同　　左 産業政策部長 総合政策部長 生活安全部長

み よ し 市 同　　左 同　　左 同　　左 市民経済部長 経営企画部長 総務部長

東 郷 町 同　　左 同　　左 同　　左 企画政策部長 同　　左 総務部長

東 浦 町 都市整備部長 同　　左 建設部長 生活経済部長 企画政策部長 総務部長

計９１名

（○は代表幹事 ２４名）
（(※1)は幹事会長）
（(※2)は幹事会副会長）

○都市整備部長

○都市建設部長

○建 設 部 長

○建 設 部 長

○水資源部長

○緑政土木局
　河 川 部 長

○建 設 部 長

○都市環境部長

○都市建設部長

○都市整備部長

○経済建設部長

○建 設 部 長

　○上下水道課

　指導管理室長
※2

　　土木部
　　建設企画課長

　○農地部
　　農地計画課長

　　知多農林水産
　　事務所長

　　農政部
　　農政課長

　○防災部
　　災害対策課長

　　○農政部
　　　農業振興課長

  ○豊田加茂建設
　  事務所長

    ○知立建設
　    事務所長

　　公共建築部
　　住宅計画課長

  ○都市基盤部
    都市計画課長

　○知多建設
　  事務所長

      都市基盤部
      都市整備課長

　　都市基盤部
　　公園緑地課長

　　　公共建築部
　　　公営住宅課長

別表－２　境川・猿渡川水害対策協議会幹事会の構成

職　　　　　　　　　　名

　○企画調整部
 　 企画課長

　　農政部
　　園芸農産課長

　　尾張農林水産
　　事務所長

      西三河農林水産
      事務所長

　　豊田加茂農林水産
　　事務所長

　　　農地部
　　　農地整備課長

　　林務部
　　森林保全課長

　　公共建築部
　　公共建築課長

　○建築指導課長

（河川）

　　○河川課長
※1 　　砂防課長

　　　土木部
　　　用地課長

　　道路維持課長 　　道路建設課長

　○尾張建設
　  事務所長



市町名 職　　名 所　属 職　　名

1 R4 豊田市 建設部河川課長 河川課 課長補佐（計画ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

年 日進市 都市整備部土木管理課長

目 みよし市 都市建設部道路河川課長

2 R5 東海市 都市建設部土木課長 河川課 課長補佐（計画ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

年 大府市 水と緑の部　水緑公園課長

目 東浦町 建設部道路河川課長

3 R6 名古屋市 緑政土木局河川計画課長 河川課 課長補佐（計画ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

年 豊明市 経済建設部土木課長

目 東郷町 都市環境部都市整備課長

4 R7 刈谷市 水資源部雨水対策課長 河川課 課長補佐（計画ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

年 安城市 建設部土木課長

目 知立市 建設部土木課長

※R8以降は上表の繰り返しとする。

豊田加茂
建設事務所

河川整備課長

知多
建設事務所

知立
建設事務所

河川整備課長

河川港湾整備課長

別表－３　流域水害対策啓発活動ワーキンググループの組織

順 年
流域市町 県

尾張
建設事務所

河川整備課長


